
 次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者

を選定し随意契約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」とい

う。）を実施する。 

 

 令和５年２月２０日 

 

                    北海道胆振総合振興局長 谷内 浩史 

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

（１）業務名 

   広域相談支援体制整備事業（胆振圏域）委託業務 

（２）目的及び内容 

   障がい者が暮らしやすい地域づくりの専門的な支援を行う地域づくりコーディ

ネーターを障がい保健福祉圏域に配置することにより、障がい者が希望する地域で

安心して生活するための支援体制の構築を促進する。 

（３）契約期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで 

   なお、この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 234 条の３に規定す

る長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除

があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。 

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

  次の要件を全て満たす単一の法人若しくは複数の法人による連合体（コンソーシア

ム）であること。 

（１）障害者総合支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 51 条の 19 の指定一般相談支援

事業所、又は同条の 20 の指定特定相談支援事業所を運営する法人であること（指

定申請審査の結果、指定が確実である場合を含む）。 

（２）上記（１）の指定相談支援事業者は、胆振総合振興局管内に所在するものである

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者で

ないこと。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除され

ている者でないこと。 

（５）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（６）暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されて

いないこと。 

（７）暴力団関係事業者等でないこと。 

（８）宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。また、特定の公職者（その

候補者を含む。）若しくは政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的

とする団体でないこと。 

（９）次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

  ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。） 

  イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

  ウ 消費税及び地方消費税 

（10）次に掲げる届け出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない

場合を除く。） 

  ア 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

  イ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27条の規定による届出 

  ウ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出 

（11）道内に拠点を有する法人であること。 

 



３ 参加資格の審査 

（１）公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ

により、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

  ア 申請書の交付場所 

    次の場所で交付する。 

    〒051-8558 

     北海道室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル ２階 

    北海道胆振総合振興局保健環境部社会福祉課（電話番号：0143-24-0782） 

    （土曜日及び日曜日は除く。交付時間は午前９時から午後５時まで） 

    北海道胆振総合振興局ホームページからダウンロードすることができる。 

     【 https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syh/index.html 】 

  イ 申請書の提出期限  令和５年２月 28日（火）午後５時まで 

  ウ 申請書の提出方法  持参又は郵送（書留郵便に限る）による。 

  エ 申請書の提出場所  ３の（１）のアに同じ 

（２）審査を行ったときは、審査結果を通知する。 

 

４ 説明書の交付に関する事項 

（１）交付期間  令和５年２月 20 日（月）から令和５年２月 28 日（火）まで 

         （土曜日及び日曜日は除く。交付時間は午前９時から午後５時まで） 

（２）交付場所  ３の（１）のアに同じ 

 

５ 提案書の提出期限、場所及び方法 

（１）提出期限  令和５年３月７日（火）午後５時まで 

（２）提出場所  ３の（１）のアに同じ 

（３）提出方法  持参又は郵送（書留郵便に限る）による。 

 

６ 提案の無効 

  公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案

は無効とする。 

 

７ 最良の提案をした者の選定方法 

  あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良

の提案をした者（以下「特定者」という。）を選定する。 

 

８ 契約手続 

  特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契

約手続を行う。 

 

９ 公募型プロポーザル方式に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

  ３の（１）のアに同じ 

 

10 その他 

（１）提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

（２）提案書の審査結果及び特定者名は、公表する。 

（３）詳細は、説明書による。 


